
誰もが自分らしく生きられる
暮らしづくり

基本目標 Ⅳ
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 5年度進捗実績
5年度
進捗度

5年度の成果とその取り組み方並びにど
のような努力を行ったか（できなかった場
合はその理由も含む）

6年度実施計画
6年度実施計画を実現するた
め、どのような取り組みを行い
ますか。

担当課

Ⅳ 9 (1)
相談窓口の充
実とネットワーク

＜ワンストップ相談の実現
＞関係部局や関係機関の
連携を強化し、困難を抱え
る人の課題解消に向け、ワ
ンストップ・サービスの構築
を推進します。

長年開催できていなかった「泉南市配偶者
からの暴力防止連絡会議」を開催し、関係
課や関係機関と情報共有を図り、ネット
ワーク構築の確認ができた。

1、計画を大幅
に上回る

「泉南市配偶者からの暴力防止連絡会
議」を開催し、関係機関との連携強化を
図った。

フェミニストカウンセリング
の充実を図り、「泉南市配
偶者からの暴力防止連絡
会議」により、連携強化に
努めます。

関係課や関係機関と情報共有
を図ることにより、連携強化に
努めます。

人権推進課

Ⅳ 9 (1)
相談窓口の充
実とネットワーク

＜ワンストップ相談の実現
＞関係部局や関係機関の
連携を強化し、困難を抱え
る人の課題解消に向け、ワ
ンストップ・サービスの構築
を推進します。

障害者相談支援事業所（市内３箇所）を中
心に総合相談を実施した。

3、計画どおり

泉南市自立支援協議会を核として、
障害福祉サービス事業所や相談支援
事業と連携し、相談支援の充実に努
めた。

障害者相談支援事業を実
施するとともに関係部局や
関係機関と連携し、障害福
祉サービスの利用促進な
ど、障害のある人や家族
への支援を充実します。

泉南市自立支援協議会を核と
して、障害福祉サービス事業所
や相談支援事業と連携し、相
談支援を充実させる。

障害福祉課

Ⅳ 9 (1)
相談窓口の充
実とネットワーク

＜ワンストップ相談の実現
＞関係部局や関係機関の
連携を強化し、困難を抱え
る人の課題解消に向け、ワ
ンストップ・サービスの構築
を推進します。

相談、救援活動を行う府・関係機関・
NPO(民間非営利組織）との連携により支
援を実施した。

3、計画どおり
　事例について、ケース会議を行い、問題
の共有を図るとともに、各機関の役割を確
認する等をおこなった。

関係部局や関係機関との
連携を強化

相談、救援活動を行う。大阪
府、関係機関、NPO（民間非営
利組織）との連携により支援を
行う。

長寿社会推進課

Ⅳ 9 (1)
相談窓口の充
実とネットワーク

＜ワンストップ相談の実現
＞関係部局や関係機関の
連携を強化し、困難を抱え
る人の課題解消に向け、ワ
ンストップ・サービスの構築
を推進します。

他機関との連携を強化し、必要に応じて関
係機関と協力して支援を行った。

3、計画どおり

妊娠届出時において、保健師または助産
師が「母子保健すくすくスケジュール」と用
いて全数面談を行い、母子保健サービス
の流れについて、説明を行っている。
妊娠届出数：340件

支援が必要なケースにつ
いては、関係機関と連携し
て支援を行う。

相談内容に応じて、関係機関を
連携して支援を行う。

保健推進課

Ⅳ 9 (1)
相談窓口の充
実とネットワーク

＜ワンストップ相談の実現
＞関係部局や関係機関の
連携を強化し、困難を抱え
る人の課題解消に向け、ワ
ンストップ・サービスの構築
を推進します。

消費生活センターでの令和5年度消費者
相談は320件ありました。

3、計画どおり

様々な消費者問題に対して、専門的
な見地より助言を行う必要があると考
えられるため、内容に応じた相談支援
を行った。

複雑かつ多岐にわたる消
費者問題に対して、消費
生活相談員が関係機関と
連携し、問題解決に努め
る。

消費生活センターにおいて、
様々な消費者に対し相談員が
助言を行い、関係機関と連携
することで問題解決に向けた相
談支援を行う。

産業振興課

Ⅳ 9 (1)
相談窓口の充
実とネットワーク

＜ワンストップ相談の実現
＞関係部局や関係機関の
連携を強化し、困難を抱え
る人の課題解消に向け、ワ
ンストップ・サービスの構築
を推進します。

子ども相談について、家庭児童相談室、地
域子育て支援センター、その他関係機関と
連携し支援を行った。

3、計画どおり
適切な支援を行うため、関係機関と調整
し、多職種のチームで支援を行った。

子ども家庭総合支援拠点に
おいて、全ての子ども、その
家庭及び妊産婦などに対し、
関係機関と連携を図り、切れ
目のない支援を実施する。

子育て家庭の生活場面ごとの
具体的な対応方法等を示し、
児童・家庭の自立支援を目指
す。

家庭支援課
（家庭児童相談
室）

基本目標Ⅳ　誰もが自分らしく生きられる暮らしづくり

　主要施策９　相談機能の充実
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Ⅳ 9 (2)
相談にあたる相
談員に対する研
修の充実

＜男女平等参画の視点に
立ったさまざまな相談窓口
の担当者の研修の充実＞
男女平等参画の視点が浸
透するよう、さまざまな相談
窓口の担当者の研修を充
実します。

相談員・支援員のためのスキルアップ講座
で「DV被害者への法的支援」をテーマに、
DV防止法の保護命令制度の改正につい
て講座を開催（参加人数：31名）、新しい制
度を認識し、相談員、支援員が正しい知識
を習得する学習機会となった。

1、計画を大幅
に上回る

このスキルアップ講座には、男性の参加
者が７名あり、男性から女性の生きづらさ
を理解する啓発のきっかけとなった。

「相談員・支援員のための
スキルアップ講座」を開催
し、さまざまな相談窓口の
担当者の研修の充実を図
ります。

「相談員・支援員のためのスキ
ルアップ講座」を実施します。

人権推進課

Ⅳ 9 (2)
相談にあたる相
談員に対する研
修の充実

＜男女平等参画の視点に
立ったさまざまな相談窓口
の担当者の研修の充実＞
男女平等参画の視点が浸
透するよう、さまざまな相談
窓口の担当者の研修を充
実します。

相談窓口を所管する職員の男女平等参画
意識の醸成を図るため、研修実施に際して
は、周知を行い学習機会を提供した。

3、計画どおり

相談窓口を所管する職員の男女平等
参画意識の醸成を図るため、研修実
施に際しては、周知を行い学習機会
を提供した。

職員に対し、学習機会を提
供し、男女平等参画の意
識啓発につなげる。

引き続き、相談窓口を所管する
課に学習機会を提供し、職員
の男女平等参画意識の醸成を
図る。

秘書人事課

Ⅳ 9 (2)
相談にあたる相
談員に対する研
修の充実

＜男女平等参画の視点に
立ったさまざまな相談窓口
の担当者の研修の充実＞
男女平等参画の視点が浸
透するよう、さまざまな相談
窓口の担当者の研修を充
実します。

市町村就職困難者就労支援担当（就労支
援コーディネーター）養成講座を受講しまし
た。

3、計画どおり
市町村就職困難者就労支援担当（就
労支援コーディネーター）養成講座を
受講した。

大阪府等が開催している
就労に関する研修会へ積
極的に参加する。

大阪府等が開催している就労
に関する研修会へ積極的に参
加する。

産業振興課

43



基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 5年度進捗実績
5年度
進捗度

5年度の成果とその取り組み方並びにど
のような努力を行ったか（できなかった場
合はその理由も含む）

6年度実施計画
6年度実施計画を実現するた
め、どのような取り組みを行い
ますか。

担当課

Ⅳ 10 (1)

高齢者・障害
者・在住外国人
女性などの生活
の充実

＜高齢者の就労機会等の
拡大＞男女平等参画の視
点に立って、シルバー人材
センターとの連携を強化し
ます。

シルバー人材センターへ補助金を交付し、
高齢者の経済的自立のための就労支援や
働く場の確保に努めた。

3、計画どおり

シルバー人材センターへ補助金を交付
し、高齢者の経済的自立のための就労支
援や働く場の確保に努めたが、会員の確
保および、予算の確保が課題となる。ま
た、シルバー人材センターの広報誌の設
置、ポスターの掲示等を行った。

高齢者の経済的自立のた
めの就労支援や働く場の
確保に努める。

シルバー人材センターへ補助
金を交付し、高齢者の経済的
自立のための就労支援や働く
場の確保に努める。

長寿社会推進課

Ⅳ 10 (1)

高齢者・障害
者・在住外国人
女性などの生活
の充実

＜介護保険など地域包括
ケアシステム構築の推進＞
男女平等の視点に立って
「泉南市地域包括ケア計画
（高齢者福祉計画・介護保
険事業計画）」を推進しま
す。

地域包括ケアの中心的役割である地域包
括支援センター等と協働して事業を推進し
た。
・WAO体操２（介護予防体操）：市内28か所
・MCI（軽度認知障害）予防教室：市内20か
所

3、計画どおり

住民の通いの場を通して、介護予防
を推進し、通いの場の新規立ち上げ
を支援した。高齢者を分け隔てること
なく、誰でも一緒に参加することので
きる介護予防活動を地域の実情に応
じて支援を行った。

継続して実施

引き続き住民の通いの場を確
保できるよう継続支援を実施
し、新規の立ち上げに向けて地
域への働きかけを行う。

長寿社会推進課

Ⅳ 10 (1)

高齢者・障害
者・在住外国人
女性などの生活
の充実

＜障害者の生活自立の支
援＞男女平等の視点に
立って「泉南市障害者計
画」などを推進します。

令和2年度に策定した令和3年度からの
「第５次泉南市障害者計画」を計画的に推
進した。

3、計画どおり
令和３年度からの第５次泉南市障害
者を計画的に推進し、自立支援協議
会において、進捗管理を実施した。

男女平等参画の視点に
立って、「第５次泉南市障
害者計画」を推進します。

自立支援協議会において、進
捗管理を実施する。

障害福祉課

Ⅳ 10 (1)

高齢者・障害
者・在住外国人
女性などの生活
の充実

〈ピアカウンセリングへの支
援〉ピアカウンセリングへの
支援をします。

身体、知的、精神の障害者相談員の他、
相談支援事業所において、身体、精神の
ピアカウンセリングを実施した。

3、計画どおり
身体、知的、精神の障害者相談員、
相談支援事業所において、身体、精
神のピアカウンセリングを実施した。

身体、知的、精神の障害
者相談員を委嘱する他、
相談支援事業所におい
て、身体、精神のピアカウ
ンセリングを実施します。

身体、知的、精神の障害者相
談員を委嘱する他、相談支援
事業所において、身体、精神の
ピアカウンセリングを実施しま
す。

障害福祉課

Ⅳ 10 (1)

高齢者・障害
者・在住外国人
女性などの生活
の充実

＜在住外国人女性等への
支援＞言語や文化の違い
による困難を解消するた
め、各種支援制度等の情
報提供や相談を充実しま
す。

多言語によるパンフレット・チラシ等を配架
するとともに、相談などの現場で随時啓発
を行った。令和5年度は在住外国人女性か
らの相談があり、人権協会による生活相談
につなげた。

2、計画をやや
上回る

多言語によるパンフレット・チラシ等を配
架するとともに、相談などの現場で随時啓
発を行った。女性相談についても人権協
会と連携を行うよう心がけた。

多言語によるパンフレット・
チラシ等を配架するととも
に、相談などの現場で随
時啓発を行います。

令和5年度在住外国人女性か
らの相談があったことで、R6年
度は言語のことだけでなく、ど
のような支援が必要か実態把
握に努める。

人権推進課

Ⅳ 10 (1)

高齢者・障害
者・在住外国人
女性などの生活
の充実

＜在住外国人女性等への
支援＞言語や文化の違い
による困難を解消するた
め、各種支援制度等の情
報提供や相談を充実しま
す。

所管団体等への情報提供に努めた。 3、計画どおり

市民ボランティアによる国際交流事業等
の実施を支援するとともに、「泉南市　市
役所サービスガイドブック2016」を窓口を
はじめ、公共施設でも配布することによ
り、広く情報提供を行った

「泉南市　市役所サービス
ガイドブック2016」の配架を
継続する。

「泉南市　市役所サービスガイ
ドブック2016」の配架を継続す
る。

政策推進課

Ⅳ 10 (2)
ひとり親家庭へ
の支援

＜ひとり親家庭への経済・
生活支援＞ひとり親家庭に
対して、生活、子育て、子ど
もの教育、就業など家庭の
状況に応じた必要な支援を
行います。

ひとり親家庭に対し個々の状況に応じた情
報提供を行い、必要に応じ大阪府母子・父
子・寡婦福祉資金の貸し付けや就労支援、
自立のための資格取得の支援も行った
・自立支援教育訓練給付金の給付
・高等職業訓練促進給付金の給付

3、計画どおり

ひとり親家庭に対し、相談支援を実施し、
大阪府母子、父子、寡婦福祉資金の情報
提供を行うと共に、貸付申請の受付等を
行った。又自立のための資格取得やプロ
グラム策定により充実した支援ができ、就
労に結び付くケースが多くあった。

広報やホームページでの周
知のほか窓口での情報提供
や担当課でチラシの配架等を
行う。

広報での周知や窓口での情報
提供を行い、自立のための支
援を行う。貸し付けについて
は、個々の状況に応じて情報
提供を行い申請の受付や関係
機関に繋ぐ。

家庭支援課
（子ども給付係）

Ⅳ 10 (2)
ひとり親家庭へ
の支援

＜ひとり親家庭への就労支
援＞地域就労支援センター
の就労支援を充実します。

地域就労支援センターで就労相談を行い、
令和５年度のひとり親家庭の相談は0件で
した。

3、計画どおり
地域就労支援センターでの就労相談
を継続し、再就職に向けた相談支援
を行った。

地域就労支援センターに
おいて、就労支援の充実
に努める。

就労相談を継続して行うととも
に、関係機関と連携し就労へと
繋がるよう支援を行う。

産業振興課

　主要施策１０　さまざまな困難を抱える人々の生活の安定と自立への支援
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Ⅳ 10 (2)
ひとり親家庭へ
の支援

＜養育費の確保のための
支援＞子どもの権利であり
離れて暮らす親としての当
然の責務であることが認知
されるよう啓発に努めるとと
もに、養育費を確保するた
めの相談等の支援を行い
ます。

相談を通じ、既存の制度や施策の紹介、
重要性について情報提供を随時行った。

3、計画どおり

相談を通じ、既存の制度の紹介、必
要性について情報提供を行っていくこ
とにより養育費の認識が深くなり、取
り決めをするケースが増えた。

相談を通じ既存の制度や
施策の紹介、必要性につ
いての情報提供を引き続
き行う。

主に離婚前相談時に養育費の
必要性について情報提供を行
い、取り決め方や請求の仕方
等について助言を行う。

家庭支援課
（子ども給付係）

Ⅳ 10 (2)
ひとり親家庭へ
の支援

＜養育費の確保のための
支援＞子どもの権利であり
離れて暮らす親としての当
然の責務であることが認知
されるよう啓発に努めるとと
もに、養育費を確保するた
めの相談等の支援を行い
ます。

養育費についてのパンフレット・チラシ等を
配架するとともに、相談などの現場で随時
啓発を行った。

3、計画どおり
養育費等に関する情報を提供し、関係機
関との連携を図ることで、相談業務を通じ
て支援を行っていく。

養育費についてのパンフ
レット・チラシ等を配架する
とともに、相談などの現場
で随時啓発を行っていきま
す。

相談内容に応じ、個別に養育
費等に関する情報を提供して
いくことで、一定の支援を図り、
引き続き、相談業務を通じて支
援を行っていく。

人権推進課

Ⅳ 10 (3)
性の多様性を尊
重する環境づく
り

＜性の多様性に対する理
解促進＞性的指向や性自
認など、性の多様性に対す
る理解の促進を図るため、
「大阪府パートナーシップ
宣誓証明制度」の周知や講
演会等の開催、さまざまな
媒体を活用した情報提供を
行います。

性の多様性について理解を深め、支援者
（アライ）として正しい知識を待つために、
男女平等参画都市宣言啓発講演会「性の
多様性について理解を深める～アライとし
てできること～」を開催（参加人数：２1名）
し、学習機会の提供することができた。

1、計画を大幅
に上回る

「男女平等参画社会づくり講座」や講演
会、情報誌「Step」の作成を通じて、性の
多様性やアンコンシャスバイアスについて
理解を促進した。

性自認や性の多様性につ
いて正しい知識を待つため
に、講座や講演会を開催
し、学習機会の提供すると
ともに、情報誌を作成によ
り、周知・啓発を図る。

「男女平等参画社会づくり講
座」や講演会、情報誌「Step」
の作成を通じて、性の多様性も
含めた理解を促進する。

人権推進課

Ⅳ 10 (4)

生活上の困難を
次世代に連鎖さ
せないための取
組

＜貧困等の生活上の困難
を次世代に引き継がないた
めの支援の充実＞生活困
窮者についての早期支援と
自立促進を図るために、自
立支援に関する相談や就
労支援等を行います。ま
た、貧困と格差の連鎖を起
こさないために、教育支援
等の子どもの貧困対策を推
進します。

■自立相談支援事業
・相談支援の実施（新規相談受付件数）
230件(3月末時点）
■住居確保給付金（3月末時点）
・支給人数　3人
・支給延べ人　15人
■就労準備支援事業
・6人（3月末時点）
■学習支援事業
・週1回学習会を実施

4、計画をやや
下回る

学習会の増設、参加生徒の増加、協力講
師の確保、全てにおいて十分な成果が出
ているとはいえず本事業の目的を達成す
る体制になっていない。
学習支援事業の実施体制を見直し要支
援生徒の掘り起こしとその者に対する学
習支援の充実を図った。

従前と同様大学へのちらし
配架の依頼、退職教員へ
のちらし配布、広報掲載に
よる講師確保に取り組ん
できたが、成果が全く出て
おらず、学習会の増設を検
討する体制にない。

■自立相談支援事業
・相談支援の実施（新規相談受
付）

■住居確保給付金
・申請者受付及び支給

■就労準備支援事業

■学習支援事業
・週1回学習会を実施

生活福祉課

Ⅳ 10 (4)

生活上の困難を
次世代に連鎖さ
せないための取
組

＜貧困等の生活上の困難
を次世代に引き継がないた
めの支援の充実＞生活困
窮者についての早期支援と
自立促進を図るために、自
立支援に関する相談や就
労支援等を行います。ま
た、貧困と格差の連鎖を起
こさないために、教育支援
等の子どもの貧困対策を推
進します。

前年度同様、就学援助制度に関して、市
立小中学校に通う児童生徒がいる全世帯
に各学校を通じて案内の配布、市ウェブサ
イト・広報への案内掲載、転入や世帯変動
の届に窓口に来られた方に対して制度の
案内を行った。

3、計画どおり
認定率は26.14%であり、前年度とほぼ変
わらなかった。
（令和4年度：認定率26.4%）

生活困窮者についての早
期支援と自立促進を図る
ために、受けられる制度の
情報提供を行う。
市立小中学校に通うお子
様の教育費の面で困難を
感じているご家庭に就学
援助費を支給する。

福祉関係部署と連携し、適切な
情報提供を行う。
令和6年度も引き続き就学援助
を実施する。

教育サービス課

Ⅳ 10 (4)

生活上の困難を
次世代に連鎖さ
せないための取
組

＜貧困等の生活上の困難
を次世代に引き継がないた
めの支援の充実＞生活困
窮者についての早期支援と
自立促進を図るために、自
立支援に関する相談や就
労支援等を行います。ま
た、貧困と格差の連鎖を起
こさないために、教育支援
等の子どもの貧困対策を推
進します。

生活の安定と向上を図るために、就労支
援や資格の為の情報提供を行った。
奨学金の制度について情報提供を行うと
共に大阪府母子・父子・寡婦福祉資金の
貸し付けの為の受付を行った。

3、計画どおり

生活の安定と向上を図るために、就労支
援や資格の為の情報提供を行い、奨学金
の制度についても情報提供を行うと共に、
大阪府母子・父子・寡婦福祉資金の貸付
申請の受付を行った。

就労支援や資格取得のた
めの情報提供を行い、生
活の安定と向上を図るとと
もに、奨学金等の利用に
ついて貸し付けの申請受
付を行う。

広報や児童扶養手当現況時に
情報提供やチラシの配架によ
り周知、支援を行う。

家庭支援課
（子ども給付係）
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Ⅳ 10 (4)

生活上の困難を
次世代に連鎖さ
せないための取
組

＜貧困等の生活上の困難
を次世代に引き継がないた
めの支援の充実＞生活困
窮者についての早期支援と
自立促進を図るために、自
立支援に関する相談や就
労支援等を行います。ま
た、貧困と格差の連鎖を起
こさないために、教育支援
等の子どもの貧困対策を推
進します。

乳幼児健診や親子教室等、子育て相談を
通じて、個別支援が必要な家庭に対して、
他機関と協力し支援を行った。

3、計画どおり
健診等の機会に、支援が必要な家庭を把
握し、支援を行うことができた。

支援が必要な家庭に、関
係機関と協力し、支援を行
う。

相談内容に応じて、関係機関を
連携して支援を行う。

保健推進課

Ⅳ 10 (4)

生活上の困難を
次世代に連鎖さ
せないための取
組

＜貧困等の生活上の困難
を次世代に引き継がないた
めの支援の充実＞生活困
窮者についての早期支援と
自立促進を図るために、自
立支援に関する相談や就
労支援等を行います。ま
た、貧困と格差の連鎖を起
こさないために、教育支援
等の子どもの貧困対策を推
進します。

家庭教育支援関係資料の収集を行い、地
域の情報拠点として情報提供と資料の貸
出を行った。

3、計画どおり

幅広い資料や情報の収集に努め、ウェブ
サイト等での情報発信等、多くの方に情
報が届くよう広報に努めた。
特に10代の居場所コーナーでは、子ども
とその保護者、支援者に役立つ資料の収
集、展示、貸出を行った。

自立支援、就労支援、教
育支援等に関する資料の
収集、提供を行う。

引き続き、ハローワーク情報等
の提供等、幅広い情報の収集
と提供を行う。また、教育支援
等の資料の充実を図る。

文化振興課図書
館

Ⅳ 10 (4)

生活上の困難を
次世代に連鎖さ
せないための取
組

＜貧困等の生活上の困難
を次世代に引き継がないた
めの支援の充実＞生活困
窮者についての早期支援と
自立促進を図るために、自
立支援に関する相談や就
労支援等を行います。ま
た、貧困と格差の連鎖を起
こさないために、教育支援
等の子どもの貧困対策を推
進します。

泉南市要支援生徒に係る進路選択支援事
業を泉南市人権協会に委託し、生活困窮
家庭の進路相談を受け付けた。各学校に
おいては、SSWが学校教員や保護者から
の相談を受け、本事業等の福祉的な支援
へとつなげている。

3、計画どおり
奨学金の利用についての相談に応じた
り、生活困窮家庭については専門機関を
紹介し、福祉的な支援へとつなげた。

引き続き、泉南市要支援
生徒に係る進路選択支援
事業を実施し、生活困窮
家庭への支援を継続す
る。

学校、SC、SSW等の会議を定
期的に開催し、生活困窮家庭
への支援対策について連携を
図る。

指導課

Ⅳ 10 (4)

生活上の困難を
次世代に連鎖さ
せないための取
組

＜貧困等の生活上の困難
を次世代に引き継がないた
めの支援の充実＞ヤング
ケアラーに対する理解と認
識を深める啓発、相談支援
を実施します。

ひとり親家庭や生活困窮者に対して、それ
ぞれの家庭の状況に応じて、自立に必要
な情報提供や市が作成したヤングケア
ラーのチラシを配架し、支援を行った。

2、計画をやや
上回る

関係課や関係機関と情報共有を図ること
により、連携強化に努め、より一層の啓
発・周知を行った。

ひとり親家庭や生活困窮
者に対して、それぞれの家
庭の状況に応じて、自立に
必要な情報提供や支援を
行います。

関係機関との連携を密接に行
い、それぞれの家庭の状況に
応じた情報提供や支援を行い
ます。

人権推進課

Ⅳ 10 (4)

生活上の困難を
次世代に連鎖さ
せないための取
組

＜貧困等の生活上の困難
を次世代に引き継がないた
めの支援の充実＞ヤング
ケアラーに対する理解と認
識を深める啓発、相談支援
を実施します。

ヤングケアラーに対する理解と認識を深め
るため、学校園に対して泉南市子どもを守
る地域ネットワーク4部会合同研修を実施
した。また、学校やSC、SSW、CSW等の専
門家及び関係機関と支援会議を行った。

3、計画どおり

ヤングケアラーに対する認識を見直
し、学校園における具体的なかかわり
方について学ぶことができた。また、
支援会議ができるよう、関係機関と日
常的な情報共有を積極的に行った。

ヤングケアラーへの理解
や認識を深めるため校内
研修等の促進、生活困窮
家庭への支援。

学校での理解促進ための研修
及び学校とSC・SSW、CSW等の
専門家、家児相、福祉関係機
関と連携をとり対応する。

指導課

Ⅳ 10 (4)

生活上の困難を
次世代に連鎖さ
せないための取
組

＜貧困等の生活上の困難
を次世代に引き継がないた
めの支援の充実＞ヤング
ケアラーに対する理解と認
識を深める啓発、相談支援
を実施します。

支援員に啓発を行いつつ、自立相談支援
事業のなかで、ヤングケアラーと思われる
相談者に対しては注意して相談事業にあ
たった。

3、計画どおり
ヤングケアラーを思われる相談者とヤン
グケアラーではない相談者の線引きが難
しく、総数を把握しがたい。

研修会に参加するなど相
談員の資質向上に努める
とともに、関係機関と連携
して、相談体制の強化を図
る。

相談員間の情報交換等によ
り、関係機関と連携して、相談
体制の強化を図る。

生活福祉課
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Ⅳ 10 (4)

生活上の困難を
次世代に連鎖さ
せないための取
組

＜貧困等の生活上の困難
を次世代に引き継がないた
めの支援の充実＞ヤング
ケアラーに対する理解と認
識を深める啓発、相談支援
を実施します。

子どもを守る地域ネットワークにおいて、学
校、教育委員会等と情報共有し、連携強化
を図ることができた。また、関係機関を対
象とした講座を行った。

3、計画どおり

ポスター掲示等による市民啓発、関
係機関へのリーフレット配布等により
啓発を行った。関係機関向けの講座
を行うことで関係者の理解を深めるこ
とができた。

子どもを守る地域ネット
ワークにおいて、学校、教
育委員会等と情報共有し、
連携強化を図る。

ポスター掲示等による市民啓
発、関係機関へのリーフレット
配布等により啓発する。

家庭支援課

Ⅳ 10 (4)

生活上の困難を
次世代に連鎖さ
せないための取
組

＜貧困等の生活上の困難
を次世代に引き継がないた
めの支援の充実＞ヤング
ケアラーに対する理解と認
識を深める啓発、相談支援
を実施します。

関係機関との連携にて、ヤングケアラーに
対する理解と認識を深めるため事例の情
報共有等を実施した。

3、計画どおり
関係機関との連携にて、ヤングケア
ラーと思われるような事例など、情報
共有に努めた。

関係機関との連携にて、ヤ
ングケアラーに対する理解
と認識を深める啓発、相談
支援を実施します。

関係機関との連携にて、関係
機関との連携にて、ヤングケア
ラーに対する理解と認識を深
める啓発、相談支援を実施しま
す。

障害福祉課

Ⅳ 10 (4)

生活上の困難を
次世代に連鎖さ
せないための取
組

＜貧困等の生活上の困難
を次世代に引き継がないた
めの支援の充実＞ヤング
ケアラーに対する理解と認
識を深める啓発、相談支援
を実施します。

家族を介護する者に対する相談支援、地
域共生社会の観点に立った包括的な支援
を含む総合相談支援業務を行う地域包括
支援センターにおいてヤングケアラーの支
援に向けた取組への協力要請を行った。

3、計画どおり

「ヤングケアラー支援に係るアセスメ
ントシートの在り方に関する調査研
究」（令和４年度子ども・子育て支援推
進調査研究事業）について」等の情報
提供を行った。

引き続き、本市のヤングケ
アラー支援体制について
の情報提供及び支援協力
要請を行うよう務める。

ヤングケアラー支援に関する
情報収集を行い、地域包括支
援センターに対して情報提供を
行う。

長寿社会推進課

Ⅳ 10 (4)

生活上の困難を
次世代に連鎖さ
せないための取
組

＜貧困等の生活上の困難
を次世代に引き継がないた
めの支援の充実＞ヤング
ケアラーに対する理解と認
識を深める啓発、相談支援
を実施します。

大阪府が作成したヤングケアラーを周知す
るポスターに、泉南市の相談窓口を追記し
たチラシを作成した。作成したチラシは、公
民館など市内公共施設等に配布し、周知
啓発を行った。

2、計画をやや
上回る

チラシを作成するにあたり、関係課で
の相談業務でヤングケアラーに繋が
る相談があったかなど、ヤングケア
ラーについて情報共有を行った。

作成したチラシを更に活用
するため、まだ周知啓発が
行えていないところに向け
て、実施する。

区長連絡会議などの参加でき
る会議体に参加し、より多くの
人に周知啓発できるよう努め
る。

子ども政策課

Ⅳ 10 (4)

生活上の困難を
次世代に連鎖さ
せないための取
組

＜多様な教育機会の保障
＞ひとり親家庭の子ども在
住外国人の親を持つ子ども
などの自立の前提となる生
活面・学習面での支援を地
域の中で行います。

多文化理解と子どもの生活面での自立支
援も目的のひとつとして国際料理教室を実
施した。

3、計画どおり

講座内容がより良い物になるよう、関
係者や講師との調整を行った。また安
全面に配慮し、ボランティアサポー
ターを配置した。

本年度も料理教室を予定
している。多様な教育機会
保障のため、料理教室以
外にも様々な講座を実施
予定。

感染症対策を十分行いなが
ら、実施に向けて、計画を進め
る。

生涯学習課（青少
年センター）

Ⅳ 10 (4)

生活上の困難を
次世代に連鎖さ
せないための取
組

＜多様な教育機会の保障
＞ひとり親家庭の子ども在
住外国人の親を持つ子ども
などの自立の前提となる生
活面・学習面での支援を地
域の中で行います。

留守家庭児童会を通じ、就労等で不在の
ひとり親や在住外国人の親に代わり、基本
的な生活習慣を身につけることができるよ
う支援を行った。

3、計画どおり

留守家庭児童会に登所した在籍児童に
対し、CIRやALTの協力の下、留守家庭児
童会でのルールを守ることや遊びなどを
通じて基本的な生活習慣を身につけられ
るよう支援する。

留守家庭児童会を通じ、
就労等で不在のひとり親
や在住外国人の親に代わ
り、基本的な生活習慣を身
につけることができるよう
支援を行う。

CIRやALTと連携しながら、ひと
り親家庭の子ども在住外国人
の親を持つ子どもなどの自立
の前提となる生活面・学習面で
の支援を地域の中で行いま
す。

生涯学習課

Ⅳ 10 (4)

生活上の困難を
次世代に連鎖さ
せないための取
組

＜多様な教育機会の保障
＞ひとり親家庭の子ども在
住外国人の親を持つ子ども
などの自立の前提となる生
活面・学習面での支援を地
域の中で行います。

学校や園との連携により、社会見学、園外
保育、職業体験学習、調べ学習などの学
習機会の提供を行った。また朝の読書活
動や学級文庫への貸出を実施、関係資料
の提供を行った。

3、計画どおり

「いろいろな国の言葉で書かれた本」コー
ナー等で、積極的に資料の展示を行うと
ともに、学校・園等と協力して国際理解に
つながる資料の貸出を行った。

学校や園との連携により、
社会見学、園外保育、職
業体験学習、調べ学習等
の学習機会の提供を行
い、朝の読書活動や学級
文庫への資料の貸出を行
う。

引き続き、多言語資料を積極
的に収集するとともに、子ども
が自ら学べる環境の提供に努
める。

文化振興課図書
館

47



　主要施策１１　ライフステージに対応した健康支援

基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 5年度進捗実績
5年度
進捗度

5年度の成果とその取り組み方並びにど
のような努力を行ったか（できなかった場
合はその理由も含む）

6年度実施計画
6年度実施計画を実現するた
め、どのような取り組みを行い
ますか。

担当課

Ⅳ 11 (1)
生涯をとおして
の健康づくりの
支援

＜ライフサイクルに応じた
健康づくりの推進＞思春
期、妊娠・出産期、更年期、
老年期の健康支援のため
の情報提供や学習機会を
充実します。

・妊婦及びその家族を対象に両親教室「は
じめまして！赤ちゃん」を開催
・女性特有のがん検診（乳・子宮）の受診
勧奨を行った。

3、計画どおり

・妊娠期に両親教室「はじめまして！赤
ちゃん」を年3回実施（参加者：妊婦38名）
・女性特有のがん検診の無料クーポン券
を配布、受診勧奨を実施（子宮：356件、
乳：317件）。
・乳幼児健診等に女性特有のがん検診の
受診勧奨を行った。

女性が生涯に渡って自分
の健康づくりに取り組める
よう、情報提供を行う。

両親教室等で妊娠・出産期の
健康づくりを支援する。また、乳
幼児健診等の機会を活用し、ラ
イフサイクルに応じた健康づく
りについての情報提供を実施
する。

保健推進課

Ⅳ 11 (1)
生涯をとおして
の健康づくりの
支援

＜妊娠・出産期の女性の健
康と男性の理解促進＞女
性が安心して妊娠・出産の
時期を過ごし、母子の健康
が確保されるよう周知する
とともに、妊娠期の女性や
その配偶者を対象とした出
産・子育てのための講座を
開催します。

産後健診（産後2週間と1か月）で、産後う
つ病のスクリーニングを行った。

3、計画どおり

「産後健診」の費用助成を行い、受診勧奨
するとともに、必要に応じて個別に支援を
行った。
産後健診受診者数（R6年2月末）
　産後２週間：264人
　産後1か月：246人

妊娠期の女性や配偶者が
出産・子育てについて理解
を深める機会を作る。

医療機関をはじめ、関係機関と
連携し、早期に支援を行う。

保健推進課

Ⅳ 11 (1)
生涯をとおして
の健康づくりの
支援

＜性差に応じた健康支援
の推進＞性差医療の重要
性に関する普及啓発、情報
提供、性差を踏まえた心身
の健康維持支援や生活習
慣病の予防施策を進めま
す。

・女性特有のがん検診（乳・子宮）の実施。
・男性特有のがん検診（前立腺）の実施。

3、計画どおり

・各がん検診を実施した。
乳がん検診受診者数：1,195人
子宮がん検診受診者数：1,774人
前立腺がん検診受診者数：987人

性差に応じた健康支援を
実施する。

性差に応じた健康に関する
情報提供及びがん検診を実
施する。

保健推進課

Ⅳ 11 (1)
生涯をとおして
の健康づくりの
支援

＜健康をおびやかす問題
についての対策の推進＞
性感染症や薬物依存、過
度の飲酒、喫煙が心身に
及ぼす影響などに関する知
識の普及や予防のための
学習機会を提供します。

乳幼児健診や妊娠届出、肺がん検診時を
活用し、飲酒や喫煙など健康に及ぼす影
響を説明し、必要に応じて禁煙外来を紹介
した。

3、計画どおり

各事業等において啓発を行った。
説明とともに、視覚的にも伝わりやすい媒
体を用いた。

飲酒、喫煙が及ぼす影響
について、妊娠届出時や
健康教室で啓発を行う。

各事業の参加者に対して普及
啓発を行う。

保健推進課

Ⅳ 11 (2)
性と生殖に関す
る取組の充実

＜リプロダクティブ・ヘルス
／ライツに関する啓発＞リ
プロダクティブ・ヘルス／ラ
イツの考え方に基づき、す
べての人が自分の身体に
関して自己決定権を持って
いることを認識し、行使でき
るように啓発を行います。

相談員・支援員のためのスキルアップ講座
で「DV被害者への法的支援」をテーマにと
し、法的な理解を深めた。リプロダクティブ・
ヘルス／ライツの啓発には至らなかった。
しかし、女性の生きづらさについて、正しい
知識を習得する学習機会となった。

4、計画をやや
下回る

このスキルアップ講座には、男性の参加
者が７名あり、男性から女性の生きづらさ
を理解する啓発のきっかけとなった。

講座や講演会等を通じ、
女性の生涯を通しての健
康づくり、また、男性からも
女性について理解を深め
るように啓発を図ります。

講座や講演会等を通じ、女性を
理解するための講座の開催を
実施、併せて、関係機関からの
啓発冊子や講演の情報等を加
配します。

人権推進課
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